
第２号様式（第２条関係） （表面）

案内図（付近見取図）

フリガナ

氏名

電話番号

住居表示

地名地番

□ 特別区道 □ 区有通路　

□ 私道 □ その他（　　　　　　　）

□ 法第42条第１項第３号 □

□ 法第42条第２項 □

□

形態 □ 通り抜け □

舗装種類 □ アスファルト舗装 □

Ｌ形側溝等排水設備 □ 有 □ 無

境界判定参考資料 □ 有（　　　　　　　　　　） □ 無

現況幅員（ｍ） □ 管理幅員（   .  ～   .  ） □

後退用地 □ 有（　　　　面　　　　㎡） □ 無

すみ切り □ 有（　　　箇所　　　　㎡） □ 無

安全条例第２条 □ 有（　　　箇所　　　　㎡） □ 無

①特別区道または区有通路の区域に編入し、区が管理

②区が測量、分筆、所有権移転登記および拡幅整備

①地上権を設定することを承諾し、特別区道に編入し、区が管理

②区が地上権設定登記および拡幅整備

①所有権者等が一般交通の用に供する道路として管理 ※方位（北を上）、道路および目標となる地物を明示してください。

②建築主が自ら拡幅整備 後退用地の横断面図（現況および拡幅整備後）

①所有権者等が一般交通の用に供する道路として管理

②要綱第８条第５項ただし書きを適用の場合、区が拡幅整備

①（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

助成金 □ □ 無

奨励金 □ □ 無

建物本体 □ □ 無

外構工事 □ □ 無

区へ整備依頼 道路工事時期 □ 有（　　　年 　月～） □ 有（未定） □ 無

※敷地と道路の間に高低差がない場合は協議により省略できる。
※区に整備を依頼する場合も、拡幅整備後の想定横断面図を記入してください。

拡幅整備協議
変更合意書

閲覧および複写ならびに取りやめに係る注意事項
　この拡幅整備協議概要書は練馬区狭あい道路等の拡幅整備に関する要綱（以下「要綱」という。）第18条の規
定により公開するものです。要綱第１条の目的に反するなど制度の趣旨に沿わない利用は禁止します。また、作
成者の権利等保護や犯罪防止等の理由から、二次利用を禁止します。
　拡幅整備協議概要書は、要綱第13条の規定による拡幅整備協議の取りやめがあった場合（取りやめがあったも
のとみなす場合を含む）、失効します。

※太枠内は記入しないでください。 （用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３横型）

狭あい道路等で
ある前面道路の
形態

後退用地の
範囲

区の支援に関す
ること

土地の所在地

有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

有（□すみ切り用地公道化　□後退用地公道化）

※「練馬区狭あい道路の解消等に係る助成金および奨励金交付要綱」に基づく申請等手続による。

行き止まり（袋路状道路）

その他（　　　　　　　）

有効幅員（   .  ～   .  ）

自主整備 □

区へ整備依頼 □

□

法上の種別

拡幅整備協議
合意書

□要綱第５条第１項　□要綱第14条
　　　　年　　　月　　　日付け
　　　　　　　練都建第　　　号

その他

予定工期
有（　　　年 　月 　日～　　　年 　月 　日）

有（　　　年 　月 　日～　　　年 　月 　日）

後退用地の
①公共使用およ
び維持管理
②拡幅整備等

※区による拡幅整備の実施は、拡幅整備の有効性または予算等を総合的に判断して区長が決定する。

寄附 □

地上権の設定

受付番号・受付年月日

□

　　　　年　　　月　　　日付け
　　　　　　　練都建第　　　号

変更内容：

拡幅整備協議概要書

狭あい道路等で
ある前面道路の
分類および種別

〒

練馬区　　　　　　丁目　　　番　　　号

練馬区　　　　　　丁目　　　番

法第42条第１項第５号

東京都建築安全条例第２条

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

道路の分類

建築主
または
拡幅関係者
　　　　※非公開

住所



（裏面）

　現況図・拡幅整備図

・電柱・桝の新設する位置については、現地立会いの際に状況が変わる可能性があります。

・側溝、塀、その他除却されない構造物を記入してください。

・幅員が一定でない場合は幅員が変わるごとに記入してください。

・縮尺、方位（北を上）、整備対象区域の存する敷地の境界杭等の位置および形状、整備対象区域の存する敷地と接する道路の路面状況と幅員（ます、両隣と建築主の反対側の敷地の塀等）、高低差および街路灯・
  電柱を記入してください。


